
令和２年第１１回たつの市教育委員会臨時会議事日程 

 

と き 令和２年５月２１日（木） 

                                  午後５時 

ところ 分庁舎第３会議室 

 

１ 開会宣言 

 

 

 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

３ 議事 

  議案第２５号  新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴うたつの市立小中学校の対 

応について 

  議案第２６号  新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴うたつの市立幼稚園・保育 

所・認定こども園の対応について 

  議案第２７号  小学校の再開に伴う放課後児童クラブの開設について 

  議案第２８号  新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う社会教育施設の対応につ 

いて 

  

 

 

４ 閉会宣言 

 

 

 

 



令和２年第１１回たつの市教育委員会臨時会会議録 

           

                             と き 令和２年５月２１日（木） 

                          午後５時 

                          ところ  市役所第３会議室 
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ただ今から、令和２年第１１回たつの市教育委員会臨時会を開会します。 

 それでは、会議録署名委員の指名を行います。●●委員を指名します。よろしくお願いしま

す。 

 

 なお、本日の臨時会の議事内容につきましては、公開とさせていただきます。 

 

 それでは、３議事に入ります。 

 議案第２５号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴うたつの市立小中

学校の対応について」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局、資料に基づき説明 ＞ 

  ・再開する学校  市立小学校１７校、市立中学校５校 

  ・学校再開日   令和２年６月１日（月） 

           学校再開後の学校教育活動の進め方、 

登校時の配慮等の説明 

  ・夏季休業日の変更  変更後の期間 令和２年８月８日（土）～８月１６日（日） 

 

 たつの市においては、現在、臨時休業中の登校日は分散登校を行っています。また、学校再

開後の給食の提供については、７月末までと、８月最終週からを予定しています。 

 ８月第１週、第４週は大変暑くなることが予想されるため、午前中までの授業としています。 

 

 ６月１日以降、３密を避けるために分散登校や学年で分けるなどの授業はされないのですか。 

 

 はい、行いません。３密を避けるということで、１メートルから２メートル離れることが望

ましいと言われていますが、なかなか距離が保てない場面もあります。６月中は人と接触する

授業は行いません。基本、教師も児童生徒もマスクを着用させますので、分散登校は実施しな

い予定です。仮に、分散登校を始めると、分散登校をやめるタイミングが非常に難しくなりま

す。現在、たつの市は感染者が０人ですし、分散登校、分散授業というデメリットのことを考

えると、たつの市においては、全員登校し、全員で授業を行うことが望ましいと判断したもの

です。 

 

 分かりました。 

 

学校においての消毒の仕方を教えてください。 

 

 主に、児童生徒が触れる教室のドアノブ、トイレ、手洗いの蛇口等を中心に消毒していきま

す。 

 

 消毒液やマスクの寄贈も含めて、「学校ではこのように活用しています」と保護者等へ周知さ

れても良いのではないかと思います。 

 

 この後、学校長あてに通知文を出し、学校長からも保護者へ文書を出す予定です。また別に、

たつの市教育委員会からも保護者への通知文を考えています。委員おっしゃるように、保護者

が安心できるよう学校での感染防止に努めている内容を追加しようと思います。 

 

 また、学校再開にあたり、登下校の見守り等、地域の方々の協力は不可欠です。学校から地

域の方々へお願いすることも必要だと思います。 

 

 分かりました。 
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 今後、とても暑くなる季節です。空調の使用基準は決められているのですか。 

 

 空調につきましては、６月１日から使用可能としています。基準温度はあるのですが、３密

を防ぐために換気をしながら使用し、設定温度も基準温度より下げて使用していくこととしま

す。校長会でこの旨を伝えています。 

 

 中学校の部活においては、何か基準を設けているのですか。 

 

 各週の回数や時間等は基準を決めていますが、具体的な練習方法は各部で工夫しながら行っ

ていくようになります。 

 

 県大会は中止になったと聞きましたが、他の大会の予定はどうなっていますか。 

 

 西播大会も中止となっています。揖龍大会については３年生の引退という意味も込めて、何

らかの形で実施できるよう現在模索中です。 

 

 部活動のうち、体が密接する武道についても控えるようになります。中体連の大会やコンク

ールについても軒並み中止になっています。このような中、３年生の引退前に、セレモニー的

な形でできたらと考えているところです。 

 また、他の市町では、既に、運動会、音楽会、修学旅行を中止と表明しているところもあり

ます。 

 

 校外学習や学校行事は、子どもたちの人格形成に必要なものです。安易に中止と判断してし

まわないよう、柔軟に対応してほしいと思います。 

 

 たつの市においては、自然学校やトライやるウイークは、期間を短縮して実施したいと考え

ています。また運動会や音楽会も例年通りの規模は難しいことから、中止も視野に入れながら、

今後の新型コロナの感染状況に応じて考えていきたいと思っています。 

  

 夏季休業日を短縮されましたが、どのような理由でこの期間を設定されたのかを教えてくだ

さい。 

 

 これまでは運動会や音楽会の練習にかなりの時間を要していました。これを縮小し授業時間

に充てることにすれば、８月第１週を夏季休業にしても授業数は確保できる見込みですが、も

ともと昨年度３月分の積み残しが今年度４月にできていない状況ですので、その分を６月の再

開後に補充していく必要があります。これらを含め、校長会で協議した結果、夏季休業期間を

９日間とした上で、８月の授業は熱中症の心配もあることから午前中のみで実施することとし

たものです。 

 教育課程において学年ごとで授業実数が定められている主要教科についてはきちんと実施し

なければなりませんが、音楽、体育等の教科は２学年で示されており、今後は授業の進行具合

を見ながら、それぞれの教科を実施していくこととなります。 

 

 カリキュラム等をよく考えた上で、夏季休業期間を設定されたという説明ができるというこ

とですね。今回の臨時休業で遅れているカリキュラムについては、１学期だけではなく、１年

かけて可能な限り消化していくということですね。分かりました。 

  

 ６月に学校が再開されますが、子どもたちは精神的な負担が大きくなっていると思います。

先生方は子どもの細かな変化に気付いてあげることが必要です。また、コロナの関係で差別意

識が生まれないよう低学年から人権教育を行っていくことも必要です。 

 

 子どもたちにストレスが溜まっている中で、宿題等が終わっていない子どもたちに対して、

その子どもたちの気持ちを汲み取っていくよう学校へ伝えるようにします。必要に応じて、ス

クールカウンセラーやソーシャルワーカー等を活用し対応していきたいと思います。 

 

 人権教育については、現在、民推協、たつの市、議会、市民病院と協同し、新型コロナウイ
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ルス感染症に対する差別や偏見についての啓発資料を作成しているところです。この資料は６

月１０日に全戸配布する予定です。また関係各所へも配布する予定です。この資料を活用し、

正しい知識を伝え、偏見や差別を予防し、それについてみんなで考えていこうとする資料とな

ります。 

 

 その資料は、学校での学習資料となるものですか。 

 

 小学生でも分かりやすい内容となっていますので、読んで勉強できるものとなっています。

全部で１２ページの冊子となっています。 

 

 分かりました。 

 

 簡易給食とはどのようなものですか。また、配膳ができやすい品数を少なくした献立とは、

例えばどのようなものですか。 

 

 ６月４日と５日の小学校での簡易給食については、品数を減らして提供します。例えば、コ

ッペパンと牛乳とチキンナゲットというような献立を考えております。 

 中学校においては、カロリーを考慮し、例えば、具沢山の汁物を提供することを考えていま

す。 

 

 文科省の通知では、学校再開後における感染防止のため、給食については品数を減らすよう

な内容があります。このため、簡単なおかずだけにするとカロリーが不足してしまいますので、

品数を少なくしながらカロリーにも考慮して提供していく予定です。また、小学校低学年につ

いては、最初の配食は先生が行うようにします。 

 学校再開にあたり、保護者へ感染不安につながらないような配慮をしながら進めてくことと

しています。 

 

 配膳の時のナイロン手袋はどのように使うのですか。 

 

 給食時に、給食を配食する係になっている者が使うことを想定しています。使い捨ての手袋

です。 

 

 水泳は実施されるのですか。 

 

 今後、文科省から通知される予定ですが、現在においては、水泳の授業は中止にする予定で

す。水泳をするためには、いろいろな条件をクリアできたら実施してもよいということです。

その条件の一つである健康診断については、まだ実施できていない状況です。また、更衣時は

やはり密集してしまうことから、学校水泳は中止にしようと考えています。 

 

 他に、ご質問等はございませんか。 

 ご発言がないようですので、採決に入ります。議案第２５号は、原案のとおり承認してよろ

しいか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号は、原案のとおり承認しました。 

 

 次に、議案第２６号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴うたつの市

立幼稚園、保育所、こども園の対応について」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

  ・市立幼稚園  令和２年６月 1日から登園 

           夏季休業日 令和２年８月１日～８月３１日 

  ・市立保育所、認定こども園 

          令和２年６月１日から通常保育再開 

          １号認定の夏季休業日 令和２年８月１日～８月３１日 
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 説明は終わりました。ご意見、ご質問はございませんか。 

 

 通常保育の再開にあたっての注意事項の中の、こまめな換気についてですが、空調の設定温

度を少し下げながら、こまめに換気をしていくということですね。 

 

 はい、そのとおりです。 

 

 お昼寝のときは、寝返り等で密になりやすいと思いますが、どのような工夫をされるのです

か。 

 

 空いている部屋も利用しながら、布団の間を空けるようにしていきます。 

 

 各園でスポーツドリンクを用意するということですが、どのように提供されるのですか。 

 

 各自持参している水筒のコップや、昼食時のコップを利用します。粉を溶いて冷蔵庫で冷や

して提供します。 

 

 園庭での水遊びについては、どのような取り扱いにされるのですか。 

 

 プールについては、小中学校の水泳の授業の取扱いを受けて検討していくこととなりますが、

水遊び程度のものであれば実施しようと考えています。 

 

 園舎の消毒をされるのは、とても大変なのではないですか。 

 

 これまでも、園児が帰宅した後、毎日園舎の消毒はしていました。主に、トイレやドアノブ

等を消毒しています。 

 

 健康観察として毎朝検温をされるのは、これまでされていたことをきちんと継続して行って

いくということですね。 

 

 はい。家庭保育をされている間も検温していただき、連絡ノートに記入していただいていま

す。 

 

 現在、市内に感染者がいない中で緊急事態宣言が出ていますのでフェーズ５となっています

が、緊急事態宣言が解除されれば、フェーズ１となります。市内に感染者が発生すれば、その

状況に応じて休園、休校を検討していくこととなります。 

  

 他にご質問等はございませんか。 

 ご発言がありませんので、採決に入ります。議案第２６号は、原案のとおり承認してよろし

いか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第２６号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、議案第２７号「小学校の再開に伴う放課後児童クラブの開設について」、事務局説明願

います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

   ・５月３１日まで 午前８時から午後７時まで開設 

            平日及び土曜日の集約開設を継続する。 

   ・６月１日以降 小学校終了後から午後７時まで、各小学校で通常開設 

           土曜日は４か所での開設に戻す。 

 

 学校再開後の放課後児童クラブの中には、密になりそうなところもあるのではないでしょう
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か。その対応はどのように考えていますか。 

 

 これまでの利用状況を加味しつつ、密になりそうなクラブを事前に抽出し、別の場所を提供

するなど、学校と調整した上で対応していきたいと考えています。 

 

 いろいろと工夫されて開設されてきましたが、今後の課題等があれば教えてください。 

 

 今回の臨時休業の間、支援員の方々はとても頑張ってくださいました。朝から晩までの長い

開設時間でしたのでとても疲労されている状況でしたが、この度、６月１日から学校再開され

ることが決まり、先が見えたということで、支援員の方々はほっとしていらっしゃいます。 

 

 それらのことを記録に残し、今後に生かしていただけたらと思います。 

 

 夏休み期間中の放課後児童クラブの利用料金は他の月と比べ、少し高かったと思います。今

年度は夏休みが少なくなりますが、これまでと同じ利用料金になるのですか。 

 

 委員おっしゃるように、夏休み期間中、午前８時から開設しているところ、夏休みが少なく

なることで午後１時から開設する日が増えることになります。利用料金については要検討とし

ます。 

 放課後児童クラブの中には、密になってしまうところもあります。現在は小学校の全学年を

受け入れしていますが、場所の確保や支援員の確保のことを考えると、今後、受け入れする学

年を制限するなどの調整をしていく必要があるのではないかと思います。 

 

 他にご質問等はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。議案第２７号は、原案のとおり承認してよろしいか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第２７号は、原案のとおり承認いたしました。 

 次に、議案第２８号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う社会教育

施設の対応について」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

    ５月２５日（月）から、利用制限付きで開館開始 

      屋内体育施設（温水プールは６月１日）、青少年館、市立資料館、公民館  

    引き続き利用制限する施設 

      図書館、屋外体育施設、赤とんぼ文化ホール、文化センター 

 

 「単一団体の利用のみ可」というのはどういったことですか。 

 

 例えば、違う団体同士での交流試合等を行う場合、人数が多くなり、密になる確率が高くな

ります。このため、一つの団体だけで利用するよう制限するものです。 

 

 学校園の体育施設を開放する日も一緒ですか。 

 

 学校については、１学期は参観日等を行いません。部外者を学校施設内に入れないようにし

ています。これを踏襲したいと考えていますので、当面の間、学校施設は開放しないことを考

えています。 

 

その間は、市立体育館を代替えとして利用していただくこととなりますが、学校の体育館の使

用料と、市立体育館の利用料の差が出ないよう対応していきたいと考えています。 

 

 実際、屋外の公園やグラウンドは自由に使われています。許可を出していないということで

関知できないということですか。 

 

 試合形式の大会等は禁止しています。 
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 屋外も含めて、各施設は申込して利用することとなります。申込をせず大会をすることはな

いです。個人的にキャッチボールをしたりする程度はよいと思います。 

 

 申込なしで利用していれば、何か事故があったときが心配です。 

  

 公園で遊んでいたときに怪我をしたというこれまでの対応で良いかと思います。 

 

 分かりました。 

 

 資料館等の施設において、今後、市民限定の制限を除くと、住所、氏名を記入していただく

かどうかをきちんと決める必要があると思います。市民限定や人数制限も解除されれば、団体

客が来られる可能性もあります。それらの対応をきちんと決めておく必要があります。 

 

 今後、県の通知も踏まえ、詳細部分を決めていきたいと思います。 

 他にご質問等はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。議案第２８号は、原案のとおり承認することに、ご異

議ございませんか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第２８号は、原案のとおり承認いたしました。 

  

以上で、たつの市教育委員会臨時会の日程は、全て終了いたしました。これをもちまして閉会

いたします。 

 

 

 

午後６時１５分終了 
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